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２．関係する法令及び計画等の体系 

本計画の策定に際し、関係する法令及び計画等の体系を図 1-2-1 に示す。 

図 1-2-1 関係法令及び計画等の体系 

　　　　<廃棄物の適正処理>

　　<個別物品の特性に応じた規制>

　　<国等が率先して再生品などの調達を推進>

<再生利用の推進>

≪国≫

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃棄物処理法）

資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法 家電リサイクル法

※１　廃棄物処理基本方針（H22）　 小型電子機器リサイクル法 食品リサイクル法

建設リサイクル法 自動車リサイクル法

廃棄物処理施設整備計画（H25）

グリーン購入法

環境基本計画 廃棄物処理計画 地域防災計画

※１　廃棄物の減量その他その適正な処理
に関する施策の総合的かつ計画的な推進
を図るための基本的な方針

一般廃棄物処理実施計画 循環型社会形成推進地域計画

分別収集計画

≪千葉県≫

次期中間処理施設整備基本計画

≪印西市・白井市・栄町・印西地区環境整備事業組合≫

各市町総合計画

各市町環境基本計画 ごみ処理広域化計画

各市町地域防災計画

一般廃棄物処理基本計画
(ごみ処理基本計画）




